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はじめに

　第2次世界大戦は昭和20年（1945）に終わった。そして，我国の教育体制は連合軍の占領政

策の下に大改革が行われていったのであった。

　昭和21年にはアメリカの教育使節団が来日し，この使節団の勧告に基づいて，翌昭和22年に

は，教育基本法，学校教育法が制定され，小学校6ヵ年，中学校3ヵ年の合計9ヵ年を義務教

育とする「六・三制」にな一った。また学校教育法施行規則によって，小学校の教科は，国語，

社会，算数，理科，音楽，図画工作，家庭及び体育などによって編成されることとなり，国民

学校時代の「理数科」は解体されて，算数は再び独立教科とたった。

　本稿では，この学制改革以降の分数教育の思潮について考察する。

　尚，この昭和22年から，教科の内容や指導等の基準を示す《学習指導要領》なるものが作ら

れるようにたった。これは当初は「試案」であったが，昭和33年（1958）年の改訂以降は「告

示」の形式をとるようになり，法的拘束力をもつものとなった。無論，教科書もこれに準拠し

て編集されていった。このようなことから，本稿での学制改革以後の分数教育の思潮について

は，これをその時々の学習指導要領にそって考察していくことにする。

1．学制改革当時の分数教育

　我国で最初の学習指導要領である『学習指導要領一般編（試案）』は昭和22年3月に発行さ

れた。この一般編に続き『学習指導要領算数科・数学科編（試案）』1）は昭和22年5月に発行さ

れている。この学習指導要領は，アメリカのCourse　of　Studyに範をとったものであり，小

学校の算数科から中学校の数学科までの9学年にわたって，学習指導の要領を示している。第
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一章はr算数科・数学科指導の目的」であって，これを次ぎのように述べている。

　小学校における算数科，中学校における数学科の目的は，日常の色々な現象に即して，数・

量・形の観念を明らかにし，現象を考察処理する能力と，科学的な生活態度を養一うことであ

る。

　そして，第二章には「算数科・数学科学習と子供の発達」について述べ，第三章は「指導内

容の」覧表」となっている。これによれば，指導内容の程度などは戦前と大差はたい。ま．た，

第四章の「算数科・数学科の指導法」のみならず，それ以下の各章をみても，いわゆる生活単

元学習の匂いはそれほどは感じられたい。

　さて，分数は第三学年で導入され第六学年で四則計算を完了することになった。さらに，分

数教育の思想について，この学習指導要領の特徴的なところは‘‘単位の観念”を強調している

点にある。すたわち，この学習指導要領は

　計算の合理化の基本的着眼は，すべての数の計算において単位の観念を明確にし，数とし

て把握させることである。

と述べて，整数，分数，小数等のすべての計算について“単位の観念’’なるものを基本におこ

うとしているのである。

例えば，分数の加法について次ぎのように述べている。

　3　2　．　3　1　　　　　　　　　　　2　！　　＋　では，一は一を単位としての3であり，一は一を単位としての2である
　4　3　　　　4　　4　　　　　　　　　　　　　　　3　　3
と考えられる。したがって，一これを加えるためには，単位をそろえなけれぼたらない。
1　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　1　1　　　　　　1
一　一を測ることのできる共通た単位は，明らかに一である。一　一はそれぞれ一
3’4　　　　　　　　　　　　　　12　　　3’4　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　3　　　　　　　　2
を単位とすれば，4と3である。一を単位とすれば，一は9であり，一は8であ
　　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　3　2　　1
る。したがって，一十一は一を単位として17とたる。よって
　　　　　　　　4　3　　／2

　　　　　　　　　3　2　17
　　　　　　　　　　＋　　＝一
　　　　　　　　　4　3　12

である。この分数計算では，単位は次のようなものである。

　　　　　　　　1
　　　　　　　　－　　　1，　10，　100，
　　　　　　　　12’

　1　一を単位とするところでは，12を一東にして次の位である整数に移るのである。
　12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
17－12＝5として，1を単位として1，一を単位として5であることがわかる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

　　　　　　　　　3　2　　5
　　　　　　　　　　＋　＝1－
　　　　　　　　　4　3　　！2

　このような“単位の観念”による計算は，結局のところ，分数の計算を整数の計算に還元す

ることに外たらない。

　この当時は，諸般の事情から，まだ国定教科書が使用されていて，この教科書は第六期国定

教科書といわれている。この教科書では分数は第三学年から第六学年にまでまたがって扱われ

114



分数教育関する史的研究

ているのであるが，先の時代にみたような具体的な問題場面から入るという方式は必ずしもと

られたくたった。例えば『算数第六学年用下』2）での（分数）÷（分数）のところは次ぎのよ

うにたっている。ここにも“単位の観念”が明確にでているのをみるのである。

　　　　四　茂君と実君の共同研究

茂君と実君は，分数をかける計算ができるなら

ば，分数で割る言予算もできるはずだと考えて研究

した。

　割算では，単位をそろえてから計算すればよい

ことに考えついた。たとえば，次のようだ割算で，

　　　2　5
　　　3　4
　2　5　一と一を書き表わすのに，共通な単位分数を用
　3　4
いることを考えた。

　　　2　8　　　　5　15
　　　3　12　　　4　12

　　　　2　5　そこで，一÷一を，次のように計算した。
　　　　3　4
　　2　5　8　15　　　　　　8
　－r≒一＝一≒一一＝8÷15＝一
　　341212　　　15

’割算をしているうちに，割算についての規則を

みつけた。

　　2．5　2×4　2　4
　’一一：　　　　＝一X－　　3．4　3×5　3　5

　二人は，割算の方法をどんな規則にまとめたの

だろう。また，整数で割る割算の方法も，その規

則でまとめられていることがわかった。私たちも

考えよう。

　　　　～～～～　～～～～～～　～～

　分数で割る計算は，その分数の分母，分子を入

れかえてかければよい。

　　　　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～

　この第六期国定教科書の記述ぶりは，上にみるようた分数のところだけではたく，すべての

ところで親切であり丁寧である。そして，「私たちも考えよう」というように子供に語りかけ

る言葉が多くみられる。これは彼の緑表紙教科書の“数理思想を開発する’’という精神を引き

継いでいるととれなくもない。

　思うに，この時代は終戦直後の大混乱の時代であり，かつまた，我国に進駐してきた米軍の

民間情報教育局の意向に従わねばたらたい時代でもあった。因に，この時の『学習指導要領算

数科・数学科編（試案）』にはApproved　by　Ministry　of　Education（Date　Apr．16．／947）

という英文の添え書きがつけられている。

2．生活単元学習時代の分数教育

　昭和20年代の後半から昭和30年代の前半は，我国がまさに生活単元学習に風靡した時代であ

った。この生活単元学習は，アメリカの実用主義哲学に基づく進歩的理論であったが，しかし，

我国が取り入れようとした頃には，既にアメリーカにおいては批判されつつある教育理論であっ

た。この生活単元学習では社会科や理科が核となり，算数や国語はその周辺におかれた。これ

すたわちコアカリキュラムである。

　この生活単元学習を推進すべく，昭和26年（1951）に学習指導要領は改訂され（第1回の改

訂），『小学校学習指導要領算数科編（試案）』3）および『中学校・高等学校学習指導要領数学科

編（試案）』4）が発行された。これらはいずれも300ぺ一ジにもおよぶ膨大なもので，算数教育

の目標も40ぺ一ジにわたって述べられているが，要するに算数数学教育は生活問題の解決を目

的とするというのであった。

　算数・数学教育での生活単元学習なるものの実態は，こρ学習指導要領の趣旨にそって編集
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改訂　新しい算数六年下
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された算数および数学の教科書の目次をみただけで一目瞭然となるであろう。例えば，ある出

版社の『改訂　新しい算数六年下』5）や別の出版杜の中学校の教科書『一年生の数学上』6）の目

次は上のようである。

　今日の人々は，この目次をみて，これが算数の教科書であり数学の教科書であると気付くで

あろうか。このような「私たちの家」とか「きょう土の地図」などといったテーマのもとで，

分数はちょろちょろと小出しにされて，小学校の第」学年から第六学年までの6年間，そして

中学校にまでまたがって取り扱われた。

　さて，この『小学校学習指導要領算数科編（試案）』はr実際の場において」「具体的た経験
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をとおして」「具体物や半具体物を使って」ということを強調し，これを算数全体を通しての

一貫した原則としたのであった。分数もまたこの原則の下に指導することとなっている。例え

ば，第六学年での分数に関する7番目の記述は次のようである。

7．実際の場において，分数を整数で割る計算をする能力を伸ばす。

（1）具体物や半具体物を使って，分数の分子が除数の整数で割り切れる場合についての

　　計算をする。

（2）具体物や半具体物を使って，単位分数を整数で割る計算をする。

（3）具体物や半具体物を使って，分数の分子が除数の整数でり割り切れたい場合につい

　　ての計算をする。

（4）具体物や半具体物を使って，帯分数を整数で割る計算をする。

　さらに特徴的た点は，小学校での分数の指導内容は，この（分数）÷（整数）までであって，

（分数）×（分数），（分数）÷（分数）だとは中学校での指導内容となっていることである。

これは一見不自然のようにみえるが，それは上の原則のもとでは当然であったと考えられる。

すたわち，「実際の場において」あるいは「具体物や半具体物を使って」の計算は整数計算で

あって，掛算は同数累加，割算は包含除，等分際に止まる。従ってそこでは（分数）×（分数），

（分数）÷（分数）の指導は困難である。それゆえ，分数での乗除は小学校での内容とはしな

かったと考えられるのである。黒田孝郎は「実際の場においてとか具体物や半具体物を使って

理解することの出来るものに限るという学習指導の原則からは，分数での乗除などを小学校で

は指導したいようにすることは当然であり，きわめてすじの通ったものである」7）と述べてい

る。

　算数の学習指導要領がこのように筋を通したものであることは，次の『中学校・高等学校学

習指導要領数学科編（試案）』をみれば」層明らかとたるであろう。この学習指導要領は「中

学校数学科の指導内容の説明」の中で以下のように述べている。

　乗法については，小学校では，累加として理解してきているとみてよいであろう。また，

除法については，包含除・等分際の意味を理解してきている。中学校では，これらの復習か

ら指導が始まるが，一乗法について，いつまでも累加の意味にだけとどまっていると，小数や

分数による乗法や除法の意味が理解できず，これらの用法や比例の概念だとの指導がむずか

しいものにたる。

　そして，「累加としての乗法から，一般の乗法へと高めていくには，次のような段階を経て

いくのが妥当であろう」といい，以下のようだ詳細た記述をしているのである。

（1）乗法は，同じ数を何回か加え合わせる計算であること。

（2）除法は，乗法の逆の計算であって，次の二つの場合があること。

　　（a）Aを何回加え合わせたらBにたるか，その回数を求める。

　　（b）Bは，とんだ数をA回加え合わせたものか。

（3）（2）の（a）の回数としては，端下の出る場合がある。そして，この端下は，小数
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　や分数で表すことができる。

（4）このように，BをAで割った数は，加え合わせる回数というよりも，Aを単位にして

　Bを測った値，すたわち，BのAに対する割合と考えたほうがよい。

（5）Aを基準にしてBを表わした割合が整数にたるときは，Aと同じ単位でBを表わそう

　とするには，Aにその割合をかければよい。

（・）・を基準にして・を表わした割合が音にたるとき，・をAと同じ単位で表わそうとす

　るには，Aをp等分したものを基準に考え，その量をq侍すればよい。

（7）Aを基準にしてBを表わした割合が小数や分数になるときも，Aと同じ単位でBを表

　わすのに，Aにその割合がかけることにしておくと，割合が整数でも，小数・分数でも，

　同じ考えの場合が同じ計算で表わせるから便利である。

　すたわち，除法の商の意味が，単なる累加の回数から，一方を基準にした他方の割合（あ

るいは，一方を単位にして他方を測定した値）にまで高められること，除法と乗法とが互

いに逆の演算であることが，前もって理解されていてはじめて，比の計算としての乗法が

理解されるのである。

　こうして，乗法の意味が発展してくれば，除法の意味もそれに応じて，次のように発展

する。

　除法には，次の二つの意味がある。

（8）B，Aが同じ単位の量を表わすとき，B÷Aは，Aを単位にしてBの大きさを表わす。

　いいかえると，Aを基準にして，BのAに対する割合を求める計算である。（前の（2）

　aの発展）

（9）pが，Bをある量を基準にして表わした割合であるとき，B÷pは，基準の量を，B

　と同じ単位で求める計算である。（前の（2）bの発展）

　このように，分数教育に関連して“割合’’なる概念が強調されている。すなわち，整数での

乗除から分数での乗除に移行するのに割合を媒介にするというのである。このことも，この時

の分数教育思想の顕著た特徴である。

　割合という概念は実体概念ではなく関係概念であって，それゆえに難しい概念である。それ

をここで，このように取り上げているのは，分数での乗除が小学校での内容ではなく，中学校

でのそれであったからだと考えることもできる。我々はそのことに留意しておく必要があろう。

実は，次の節でみるように，昭和33年（1958）に改訂された学習指導要領では，この割合概念

による分数教育が小学校で行われるのである。

　割合概念による分数教育については次節で詳しく考察していくことにする。

3一系統学習時代の分数教育

　戦後の混乱，社会制度や教育制度の急激な変革などの要因もあったにせよ，社会的有用性を

重視するあまり，算数数学の系統性や論理性を軽視した生活単元学習によって，算数数学の学

力は低下した。これはアメリカの教育理論を無批判に輸入した当然の結果であったといえなく

もたい。実際，昭和29年（1954）に発行されたMERA（Mathematica1Education　Research

Association）編『数学教育の諸相』において，当時の我国の数学教育者等は，いみじくも，

118．



分数教育関する史的研究

次のように述べている。

　米国の数学教育が，その是非はともかく，わが国の数学教育に与えた影響は大きい。敗戦

の空白は，われわれに，数学教育の各方面について冷静な判断を許す余裕をもたらさなかっ

た。可成りの点で，米国の識者の見解を誤解しているとさえいえる。彼等の問題点が，あた

かも，何の問題もたいかの如く，輸入されさえした。8）

　生活単元学習での分数教育については，概ね次のような点が指摘された。

　（1）　分数についての系統的理解が不十分で，諸々の学力検査の結果，分数についての学

　　　　力は低下している。

　（2）　分数を学習する期間が小学校の1年から中学校の1年までと，あまりにも長く間延

　　　　びしすぎている。分数の四則計算は小学校で仕上げることが過去の経験からみても適

　　　　切である。

　（3）　分数が小学校と中学校とに分割されているために，次のような欠陥が生じている。

　　　（イ）中学校で分数の乗除を導入した後でさえ，整数の範囲での乗除によって問題を解

　　　　　決しようとする傾向がある。

　　　（口）分数が計算の対象としての数にまで一般化されにくい。

　　　（ハ）中学校での文字や図形の求積の指導等がおくれてきている。

　生活単元学習は厳しい批判を受け，なおまた科学技術教育の振興が叫ばれたこと等から，文

部省は昭和33年（1958）に小学校および中学校の学習指導要領を改訂し，新しくr小学校学習

指導要領算数』9〕『中学校学習指導要領数学』を告示した。これによって算数数学教育は系統学

習に復帰し，内容もほぼ戦前の程度にまで戻ったのであった。

　この学習指導要領では，算数の目標は次のようだ5項目に整理されている。

　　　目　　標

ユ．　数量や図形に関する基礎的な概念や原理を理解させ，より進んだ数学的た考え方や処

　理のしかたを生み出すことができるようにする。

2．　数量や図形に関する基礎的た知識の習得と基礎的た技能の習熟を図り，目的に応じ，

　　それらが的確かつ能率的に用いられるようにする。

3．　数学的な用語や記号を用いることの意義について理解させ，具体的なことがらや関係

　　を，用語や記号を用いて，簡潔・明確に表わしたり考えたりすることができるようにす

　　る。

4．　数量的なことがらや関係について，適切た見通しを立てたり筋道を立てて考えたりす

　　る能力を伸ばし，ものごとをいっそう自主的，合理的に処理することができるようにす

　　る。

5。　数学的な考え方や処理のしかたを，進んで日常の生活に生かす態度を伸ばす。

　この学習指導要領は，確かに系統学習を目指したのであるが，この目標の（5）によっても

明らかなように生活単元学習を完全に払拭しているとはいえない。

　今回の算数の学習指導要領の特徴的なところを具体的に列挙すれば次のようになろう。
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①算数教育を系統学習に戻そうとしたこと

②算数の指導時間数を増やしたこと

③r数学的た考え方」たるものを強く打ち出したこと

④r数量関係」という領域を設けたこと

⑤　小数分数の乗除など，先の学習指導要領では中学校に移っていた内容を再び小学校での

　内容としたこと

　さて，分数での乗除の意味を割合概念によってつけることは，生活単元学習時代には中学校

で行われていたのであったが，それを今回の学習指導要領は小学校で行なうことにしている。

これは小学校での計算指導の原理が，従って勿論，分数指導の原理が，生活単元学習時代のよ

うな「具体物や半具体物を使って」などというものから変わったことを意味するのであって，

これはまさに算数教育の思想の大変質である。

すたわち，ここでは第4学年から第6学年にわたって《割合》という項目をたてて，以下の

ように分数教育をしていこうとしたのである。

第4学年
（割合）

　（1）二つの数量の割合について理解を深める。

　　　ア　たとえば，二つの量A，Bについて，Aの大きさを2とみるとき，Bの大きさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　が3とみられるという考え方や，また，そのとき，AはBの一であり，BはAの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　3　　　　一であることたどを知ること。
　　　　2
　（2）簡単た場合について，割合の計算のしかたをまとあて理解させる。

この（2）については“指導上の留意事項”を次のように述べている。

　割合が整数で表される場合（整数倍）について漸次計算の仕方をまとめ，比の三つの用法

に発展する基礎を固めるようにすること

第5学年
（割合）

　（1）同種の二つの数量A，Bの割合を表すのに，整数，小数および分数を用いること

　　　　や，それに関する計算の基本的た場合について理解させる（A，Bが整数または

　　　　小数の場合）。

　　　ア　AのBに対する割合（p）を一つの数で表すのに，A÷Bを用いること，なら

　　　　びに，その割合（p）を整数，小数および分数で表すこと（比の第一用法）。

　　　イ　pが小数で表される場合にも，AはB×pとして求められること（比の第二用

　　　　法）。

　　　ウ　A÷Bがpで表されるとき，Bを1とみると，Aがpで表されること，および

　　　　pが1より大きいか小さいかで，AがBより大きいか小さいかがわかること。

　（2）百分率および歩合の意味について理解させる（100％およびそれ以上の百分率の

　　　　意味を含む）。

120



分数教育関する史的研究

（3）異種の二つの数量についての割合を表すのに，一方の一定量に対する他の量の大

　　きさを用いたり，「単位量当たり」の考え方を用いたりすることを理解させ，数

　　量の関係を調べるのにこれを用いる能力を伸ばす。

　そして，“指導上の留意事項’’として「乗数・除数が小数である場合の計算の意味とその方

法の指導について，次のことに留意すること」とし，以下のように述べている。

乗法については比の第二用法，除法については比の第一および第三用法と，それぞれ関連

させること。ただし，第三用法については，主として第6学年で指導すること。

第6学年
（割合）

　（1）比の三つの用法について理解を深め，これを有効に用いることができるようにす

　　　　る。

　　　ア　AのBに対する割合（p）はA÷Bで求められること（比の第一用法）。

　　　イ　Aはpが分数および小数のときもB×pとして求められること（比の第二用

　　　　法）。

　　　ウ　Bはpが分数および小数のときもA÷pとして求められること（比の第三用法）

　（2）割合が百分率および歩合で表されている場合にも，比の三つの用法を用いること

　　　　ができるようにする。

　ここでいよいよ乗数・除数が分数である場合の計算の意味とその方法の指導についての留意

事項を次のように述べている。

乗法については比の第二用法，除法については比の第一および第三用法と，それぞれ関連

させること。

　このように，割合概念を中核に据え，乗法については比の第二用法，除法については比の第

一お上び第三用法に関連させて，分数での乗除の意味づけとその方法を指導するというのであ

る。これはまた，形式不易の原理に着目させようとするものでもある。実際，この時の『小学

校算数指導書』は次ぎのように述べている。

　分数計算の指導にあたっては，整数や小数の場合に成立した関係を，なるべくそのまま用

いるようにするという，いわゆる形式不易の考えにも着目させ，その意味を理解させておく

ことが重要である。ユO）

　ところで，割合概念を中核に据え，割合分数を強調したこの学習指導要領の分数教育の思想

については，多くの疑問や批判がでてきたのであった。とりわけ，遠山啓を会長とする数学教

育協議会（数教協）はこの割合分数主義を痛烈に批判した。遠山らは，割合分数思想たるもの

は，「算術に理論なし」とか「荷安姑息た説明をせず」とした明治時代のあの藤沢利喜太郎の
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思想を受け継いだものであるともいって批判した。例えば次ぎのように言っている。

　もともと分数や小数は量一連続量一から生まれてくることは疑間の余地のたいことであ

る。このようた分数や小数を量の追放をスローガンとする数え主義が正しく処理することは

不可能である。したがって，黒表紙では分数の計算規則は単なる規約として天下りにおしつ

けるほかなかった。今でも黒表紙で教わった人のあいだには，分数はよくわからぬという人

の多いのは当然であるといえる。

　量の追放を主張した藤沢理論は形をかえて今日でも生き残っている。それは，いわゆる割
　　　　　　　　　　2
合分数である。これは一のような分数を1つの連続量の抽象とはみたいで，2：3という2
　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2つの整数の割合としてみるというのである。一を1つの実体概念としてではなく，関係概念
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
としてとらえようとするもので，その思想的な先祖は数え主義である。その意味で割合は数

学におけるマッハ主義である。工1〕

一方，この数協協が提唱する《水道方式》には真っ向から反対する塩野直道も，連続量から

の導入や割合に関しては次のように述べている。

　この難物（分数のこと）の導入には，連続量の表現によるのがよく，このことは，水道方

式をまつまで毛なく，広く取られているやり方です。分数の導入以前に，割合をもってくる

ことは確かによくないと思います。これは，水道方式論者の主張以前から私の強く主張して

きたところであります。12）

　このように，割合分数は数教協のみたらず，数教協に反対する立場の人達からも批判された。

それゆえか，次の学習指導要領では《割合》なる項目は姿を消し，また，割合分数思想は後退

したかにみえるのである。

4．現代化時代の分数教育

　我国の算数・数学教育が系統学習に復帰し，ようやくアメリカ色から脱却した頃，すでに世

界の算数・数学教育はいわゆる“数学教育の現代化”の時代を迎えつつあった。この数学教育

の現代化の嵐はアメリカ，ヨーロッパを襲い，そして少し時間をおいてついに我国にも吹いて

きた。

　昭和44年（1968），学習指導要領は改訂された。先の昭和33年の改訂では，系統学習に復帰

したとはいえ，まだ算数教育の目標の中に「日常生活に生かす態度を伸ばす」という文言があ

るたど，生活単元学習の名残もみられたが，今回の改訂学習指導要領はそれを完全に払拭した

もので，現代化路線にそった数学的色彩の強いものとたった。その代表格は集合の導入であっ

て，「小学校に集合が入ってきた」寺といって大騒ぎになったのであった。

　今回の『小学校学習指導要領算数』13）は，算数の目標を次のように述べているが，率直にい

って，ここには少し“力み”のようなものを感じるのである。

日常の事象を数理的にとらえ，筋道を立てて考え，統合的発展的に考察し処理する能力と
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態度を育てる。

　さて，数学教育g現代化を志向した今回の学習指導要領では，分数教材も他の教材と同様に，

これを著しく数学化しようとしたのは言うまでもたい。その端的な例として，まず始めに学習

指導要領の中の次のところを取り上げてみておきたい。

　第5学年内容A　（5）　イ

　一つの分数の分子，分母に同じ数を乗除してできる分数は，もとの分数と同じ大きさを表

すことを知ること。また，このようにしてできる分数の集合に着目すること

　これについて，今回の学習指導要領に基づく『指導書』の作成に携わった方々は次のように

述べている。

　いろいろな分数のうち，分子と分母に同じ数を乗除してできる分数をすべて集めてみる。

たとえば次のようだ集合ができたとする。

／÷÷÷告…／・／÷冬告・器・／

　これらは，それぞれ互いに等しい分数を要素とした集合である。この集合の代表としては，

どの要素を選んでもよいが，一番簡単な形をしている

　　1　3
　　3’4

を選らぶのが普通である。そして，ある分数を簡単にする（約分，5年）ということは，そ

の属する集合の代表要素を作ることにたる。

　また，異分母分数の加減，例えば

　　1　3
　　一十一
　　3　4
　1　3は一，一の属する集合の中から，分母の等しい分数を選び出し
　3　4
　　4　9
　　　＋
　　12　12

と計算してもよいという考えによるわけである。14）

　学習指導要領にいう「分数の集合に着目すること」とはこのような意味であって，現代化を

志向する分数教育の思想は，従来のそれとは全く質を異にするものであることが，この例で明

らかであろう。

　この“集合”と並んで特徴的な点は，今回の学習指導要領には「統合的発展的に考察し処理

する」という目標が掲げられていることである。分数教材もこの目標にそって，その取り扱い

方を従来とは大きく変えようとしている。例えば，第6学年の指導内容には「数についての理

解をまとめる」という，これまでにない項目がおかれた。

第6学年　2．内容A　数と計算

123



石　川　廣　美

（2）数についての理解をまとめる。

　ア　整数，小数と分数の相互の関係について調べること。

　イ　大小，相等がきまることや数直線上の点との対応関係について調べること。

　ウ　四則の計算についての可能性，および加法，乗法に関して結合，交換，分配の

　　法則がたりたつことなどについて調べること。

　工　数は，二つの数量A，Bについての割合（Bを単位にしてAを測ったときの値）

　　を表しているともみられること。

　これは，もう少し具体的に述べれば次のようなものであることが，この学習指導要領に基づ

くr指導書』の作成に携わった方々の書物14）等から窺えるのである。

　アについて

　　①　整数，小数，分数の包含関係を調べる。それによって，分数がより一般的な数として

　　　みられるようにする。

　　②分数を小数にたおすと循環小数になる場合なども経験させる。

　要するに，分数を有理数としての見方に立って理解させていくようにするというのであろう。

　イについて

　　①分数と分数との間，小数と小数との間，あるいは分数と小数，分数と整数との間等々

　　　で，相等や大小関係がきめられることを調べる。

　　②整数，小数，分数の数としての共通な性質について，さらに理解を深めるために，数

　　　と数直線上の点とを対応させて表したり，これをよませたりする。これによって，これ

　　　らの数に共通な性質として順序性があることを認識させる。また整数では相隣る二つの

　　　整数の間にはもはや整数は存在しないが，分数ではどのようた二つの分数の問にも無数

　　　の分数が存在すること，すたわち欄密性を認識させる。

要するに，いわゆる順序的構造や位相的構造のようたものを直感的に認識させようというの

であろう。

　ウについて

　　①ある数の集合について，ある計算がいつでもできるかどうかを調べる。すなわち演算

　　　に関して閉じているかどうかを調べる。

　　　　数を分数にまで拡張すると，そこでは加減乗除が自由にできること，すたわち四則演

　　　算に関して閉じていることを調べる。

　　②整数，小数，分数に共通た性質として次の法則が成り立つことを調べる。

　　　　　結合法則　　　（a＋b）十。＝a＋（b＋c）

　　　　　　　　　　　　（ab）　c：a　（bc）

　　　　　交換法則　　　a＋b；b＋a

　　　　　　　　　　　　a　b＝b　a

　　　　　分配法則　　　a（b＋c）：a　b＋a　c

　これは要するに代数的構造について調べるということに外ならない。

　エにっし・て

　　①数を割合数とみることによって統一的た見方をする。すなわち，小数，分数のある大

　　　きさを単位として測ったときの値を表しているという見方をする。
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　　②このような見方によって，小数や分数の乗除の意味づけがされてい亭ことをみる。

　この（工）は割合概念である。割合は今回の学習指導要領では項目の中からは消滅している。

しかし割合そのものが消滅したのではない。その一つの証左が上の（工）である。小数や分数

の乗除については割合概念によるという考え方が，今回の学習指導要領でも引き続きとられて

いるのである。

　以上の考察から明らかたように，数学教育の現代化を志向したこの学習指導要領は，その思

想に基づいて，分数を著しく代数化し数学化しようとするものであった。

51ゆとりの時代の分数教育

　数学教育の現代化については，アメリカでは当初から慎重論や，危惧や批判の声があったの

であるが，結果的にはそれが現実のものとたったといえよう。

　我国での数学教育の現代化も，結局のところ，期待された成果をあげることはできたかった。

それどころか，この数学教育の現代化の時代には，算数数学での“落ちこぼれ”，否，“落ちこ

ぽし”が教育問題のみならず，欠きた社会問題となった。そして，看過してはたらないことは，

世論が数学教育の現代化を批判してきたことである。これは前代未聞の出来事であった。少し

おおげさにいえば，数学教育の現代化は世論の袋だたきにあったのである。このよ一うた教育的

社会的情勢を受けて，数学教育の現代化を志向した小学校，中学校，高等学校の算数数学の学

習指導要領は全て改訂されることとなった。

　昭和52年，新しいr小学校学習指導要領算数』15）が告示された。こでは

　　○人間性豊かた児童生徒を育てること

　　○ゆとりのある学校生活が送れること

　　○基礎基本を重視すること

等がうたわれた。これらは蓋し当然のことではあるが，人問性豊かた児童生徒を育てるとか，

基礎基本の重視とカ㍉“ゆとり”などということをうたわたければならなかったところに，じ

つは深刻た教育的社会的問題があったといえよう。．

　算数の目標は次のように改められた。

　数量や図形について基礎的た知識と技能を身につけ，日常の事象を数理的にとらえ，筋道

を立てて考え，処理する能力と態度を育てる。

　すなわち，前回にあった「統合的発展的に云々」という“力み”を感じさせる文言は削除さ

れ，代わってr数量や図形について基礎的た知識と技能を身につけ」という文言がおかれて，

算数にふさわしいものにたったのである。

　この学習指導要領は，分数を第3学年から第6学年までにまたがって扱うことにしている。

前回の学習指導要領では第2学年に

　　　1　1　　　一　一などの簡単な分数を知ること
　　　2’3

があったが，今回はこれを削除して，第3学年から扱うことにしている。これは現代化の反省

とか“ゆとり”とは無関係に，児童の発達段階および学習の能率等を考慮しての変更であると
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考えられる。

　これとは別に，現代化の行き過ぎを反省し，その上に立っての変更とみられるものが多くあ

る点を指摘しておかたければならたい。例えば

　　第5学年　内容A　数と計算（5）　イ

は，前回は

　一つの分数の分子，分母に同じ数を乗除してできる分数は，もとの分数と同じ大きさを表

すことを知ること。また，このようにしてできる分数の集合に着目すること。

とたっていたのが，今回は，これが単に

　一つの分数の分子及び分母に同じ数を乗除してできる分数は，元の分数と同じ大きさを表

すことを知ること。

とたって，「このようにしてできる分数の集合に着目すること」という，行き過ぎた数学化と

みられる部分は削除されている。

　また，例えば，前回の学習指導要領での

　　第6学年　内容A　（2）　数についての理解をまとめる

は，今回次のように改正されている。

（2）数と計算についての理解を深める。

　ア　整数や小数と分数の相互関係について調べること。

　イ　数の相違や大小がきまること及び数直線についての理解を深めること。

　ウ　四則計算の可能性などについて調べること。

　工　数が不確定た事象のおこる程度を表すのにも用いられることを知ること。

　これは，「（2）数についての理解をまとめる」が「（2）数と計算についての理解を深める」

となり，「イ…　，数直線上の点との対応関係について調べる」が「イ数直線についての理

解を深める」とたっているのである。また，（ウ）ではr加法，乗法に関して結合，交換，分

配の法則がなりたつことたどについて調べる」が削除されている。このように，ここでも行き

過ぎた数学化とされる部分は修正もしくは削除されている。

　尚（工）には，前回にあった「数は，二つの数量A，Bについての割合を表しているともみ

られること」が全面的に削除され，全く別の事柄が挿入されている。これは，あの割合概念た

るものによって分数の乗除の意味づけをするという思想を，必ずしも主張したいことにしたと

みてよいであろう。

　このように，現代化時代の代数化・数学化を志向した分数教育の思想は大きく後退した。し

かし，これは現代化以前の分数教育の思想に帰ったということではない。また，現代化を全く

否定したというものでもたいのである。例えば，上の（ウ）では

　　四則計算の可能性などについて調べる

というように，“など”という文言がついているところをみると，控えめながら，結合，交換，
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分配等の法則についても調べることと揺れなくもない。

　いずれにしても，今回の学習指導要領は，現代化の行き過ぎは改めたが，現代化を放棄した

のではたく，算数教育に相応しい分数教育の現代化を行っていこうとしているように思える。

6．情報時代の分数教育

　情報時代，コンピューター時代を迎えて，算数・数学教育もこれに対応することが必要にた

ってきている。このようなことからも，平成元年（1989），学制改革以来6度目の学習指導要

領であるr小学校学習指導要領算数』16〕が告示され，算数の目標は次のようにたった。

　数量や図形についての基礎的た知識と技能を身に付け，日常の事象について見通しをもち

筋道を立てて考える能力を育てるとともに，数理的た処理のよさが分かり，進んで生活に生

かそうとする態度を育てる。

　これは，従前の目標の上に「数理的な処理のよさが分かり，進んで生活に生かそうとする態

度を育てる」を加えたものであり，ひかえめながらも情報時代・コンピューター時代を意識し

てのことであるとみることができよ5。

　この度の学習指導要領の一つの顕著た特徴は，上の目標の中にもみられるように，《よさ》

ということを目標や内容として取り上げている点にある。この《よさ》という言葉は，算数の

みならず，中学校や高等学校の数学でも取り上げられており，小学校・中学校・高等学校を通

じて一貫した思想とたっていることに注意しておかたければたらない。実際，小学校と同じく

平成元年に告示された『中学校学習指導要領数学』17〕および『高等学校学習指導要領数学』18〕

での数学の目標は次のようになっている。（傍点筆者）

　　中学校学習指導要領数学

　数量，図形などに関する基礎的な概念や原理・法則の理解を深め，数学的た表現や処理の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　●仕方を習得し，事象を数理的に考察する能力を高めるとともに数学的た見方や考え方のよさ

を知り，それらを進んで活用する態度を育てる。

　　高等学校学習指導要領数学

　数学における基本的た概念や原理・法則の理解を深め，事象を数学的に考察し処理する能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●力を高めるとともに数学的た見方や考え方のよさを認識し，それらを積極的に活用する態度

を育てる。

　このような小学校・中学校・高等学校を通した一貫思想のもとに，小学校での分数に関して

は，例えば第3学年で

簡単な場合について，小数及び分数について知り，それらを適切に用い，漸次それぞれの
●　　●

よさが分かるようにする。

と述べている。
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　算数・数学での目標や内容として《よさ》ということを取り上げるのは結構ではあるが，し

かし，これは算数・数学教育の実践にとって，とりわけ小学校の算数の中では，むつかしい数

学的側面もある点に留意しておかねばならないであろう。本来，分数のよさは，分数の第二義，

すたわち，除法の結果を除数と被除数とを一緒にして表すところとか，同じ値に対していろい

ろだ表現をもっところとか，四則演算に関し一て閉じていることとか，さらには，二つの分数の

間に無数の分数があること等々にあるのであって，児童・生徒が分数のよさを本当に感得する

のは容易ではない。

　しかも，分数のよさは，後に代数を学習するようにたって深く感得されるものであろう。《よ

さ》が小学校から高等学校までにまたがった算数・数学教育の目標や内容となっていることに

鑑みても，分数のよさの鑑賞が小学校で完了するものと考えてはならない。

　《よさ》とか《美しさ》とかを知り感得するのは，鑑賞することである。鑑賞は国語教育と

か芸術教育の中だけでなく，算数・数学教育の中でも取り上げていくべきであって，このこと

は，早くから筆者の主張してきたところである。19）しかし，算数・数学教育での鑑賞には，い

わゆる文学鑑賞とか芸術鑑賞とは違った独特たむつかしさが内在するのである。しかも《分数

のよさ》については，コンピューター時代には，小数との絡みなどもあり，今後の分数教育の

一つの課題になると思われる。

　今回の算数の学習指導要領は，この分数のよさを取り上げたことと，前回は第5学年で扱っ

ていた分数の簡単な乗除を，第6学年での分数の乗除に吸収したこと以外には，前回とほとん

ど変わりはない。従って，課題を残しつつも，学習指導要領の上では，分数教育は安定的であ

るといえよう。

7．本研究の終わりに

　明治5年（1872）の学制頒布より平成の今日まで，分数教育はおよそ130年にわたって脈々

と行われてきた。その間，分数教育の思想には幾多の変遷はあったが，分数教育そのものは，

きわめて安定的であった。しかし，コンピューター時代を迎えて，分数教育は転機に立たされ

ているように思われる。

　周知のように，コンピューターは数学の教育課程を変えつつある。数学教育は，その目的や

内容それに方法について根本的ともいえるほどの変革を求められるかも知れたい。その際は分

数教育も例外ではありえたいであろう。

　確かに，日常生活に分数の計算が必要なことはほとんどたいし，もし必要なときには分数計

算ができる電卓がある。しかも，コンピューター時代では分数よりも小数の方が有用であろう。

従って，分数の学習に多くの時間をかけることは止めるか，さらには算数から分数を削除して，

分数の学習に費やしている時間を，もっと必要な内容を学ばせる方に振り向けるべきだとする

論説さえ，かなり前からであるのである。20）分数教育はその意義を失っていくのであろうか。

　算数・数学教育とコンピューターとの関連については，長期的た展望はおろか，十年先の見

通しを述べるのさえ困難である。けれども，どのようた時代にたっても分数は算数・数学教育

の重要た教材であり続けるであろう。それは，分数の教育的意義が分数計算の結果を知るため

や日常生活の必要のため等にだけあるのではなく，後々の数学の学習のためにもあるからであ

る。竹之内脩も指摘している通り，2I）分数は数学の本質である抽象化への大切たステップであ
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り，分数概念や分数計算の原理の理解なくしては，その後の数学の学習に欠きた支障を来すの

は明らかである。

　勿論，分数の四則計算の練習を従来のようにする必要はたくなるであろう。これまでの分数

教育はその成果を，結局のところ，分数の四則計算ができるか否かで判定してきた。それほど

分数計算の技能が重視されていたといえよう。しかし，これからの分数教育は，分数の四則計

算の技能ではなく三分数の概念や分数計算の原理の理解に力点をおいた指導をしていく二とに

なると考えられる。

　最後に，明治5年の学制頒布から今日までの，およそ130年間について，分数が指導された

学年の変遷の様子を総括して示しておくことにする。

分数指導学年の変遷

小　学　校 中学校
I年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年

明治5年
i1872）

学制頒布 ○ ◎

明治19年
i1886）

学制制度確立 ○ ◎

明治38年
i1905）

第一期国定教科書
i黒表紙）

○◎

明治43年
i19工O）

第二期国定教科書
i黒表紙）

○◎

大正7年
i1918）

第三期国定教科書
i黒表紙）

○◎

大正14年
i1925）

第三期国定教科書

?�ﾅ（黒表紙）
○ ◎

昭和10年
i1935）

第四期国定教科書
i緑表紙）

○ ◎

昭和16年
i1941）

第五期国定教科書
i青表紙）

○ ◎

昭和22年
i1947）

第六期国定教科書 ○ ◎

昭和22年
i1947）

学制改革 ○ ◎

昭和26年
i1951）

生活単元学習 ○ ◎

昭和33年
i1958）

系統学習復帰 ○ ◎

昭和43年
i1968）

現代化 ○ ◎

昭和53年
i王977）

ゆとり ○ ◎

平成元年
i1989）

情報化 ○ ◎

（注）　（1）学年は現行制度の学年に換算している。

　　（2）○印は分数の導入を，◎は分数の四則の完了を表す。
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